
保育申出書 

以下のとおり両親等がともに保育が必要である旨を申し出ます。 

施設名：                    

児童名：                    

保護者名：                   

  該当箇所□にレ点をお願いします。 

 父 母 

勤務状況 

□ 医療施設 

□ 生活必需物資販売施設 

□ 食事提供施設 

□ 住宅、宿泊施設 

□ 交通機関等 

□ 工場等 

□ 金融機関・官公署等 

□ その他（        ） 

□ 医療施設 

□ 生活必需物資販売施設 

□ 食事提供施設 

□ 住宅、宿泊施設 

□ 交通機関等 

□ 工場等 

□ 金融機関・官公署等 

□ その他（        ） 

□ 社会福祉施設等 □ 社会福祉施設等 

□ 上記以外の理由 

（            ） 

□ 上記以外の理由 

（            ） 

勤務先名 

※各施設の詳細については裏面を参照

保育が必要な日に『〇』を記入して、保育が必要な時間を記入してください。 

月 火 水 木 金 土 

5 月 4 日 5 月 5 日 5 月 6 日 5 月 7 日 5 月 8 日 5 月 9 日 

5 月 11 日 5 月 12 日 5 月 13 日 5 月 14 日 5 月 15 日 5 月 16 日 

5 月 18 日 5 月 19 日 5 月 20 日 5 月 21 日 5 月 22 日 5 月 23 日 

5 月 25 日 5 月 26 日 5 月 27 日 5 月 28 日 5 月 29 日 5 月 30 日 

※通知文に記載のとおり、５月７日以降の兵庫県の休業要請の動向により、尼

崎市の対応が変更になる場合がありますのでご留意下さい。

保育が必要な時間   ：      ～      ：    



１ 社会生活を維持する上で必要な施設 

施設の種類 内 訳 

医療施設 病院、診療所、薬局 等 

生活必需物資販

売施設 

卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等

における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等 

食事提供施設 飲食店（居酒屋を含む。）、料理店、喫茶店 等（宅配・テークアウトサー

ビスを含む。）  

※営業時間の短縮については、午前 5時から午後 8時までの間の営業を要

請し、酒類の提供は午後 7 時までとすることを要請。 （宅配・テークア

ウトサービスは除く。） 

住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等 

交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、 物流サービス（宅

配等） 等 

工場等 工場、作業場 等 

金融機関・官公

署等 

銀行､証券取引所､証券会社､保険､官公署､事務所 等  

※テレワークの一層の推進を要請 

その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関

係 等 

２ 社会福祉施設等 

施設の種類 内 訳 

社会福祉施設等

保育所、学童クラブ 等 

※必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請 

介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サー

ビスを提供する施設 

※通所又は短期間入所の利用者については､家庭での対応が可能な場合に

は､可能な限り､利用の自粛を要請 


